
 

 

広 情 個 審 第 ９ 号  

令和２年６月２日  

  

 

 広島市長 松井 一實 様 

 

 

広島市情報公開・個人情報保護審査会 

会長 田邊 誠 

 

 

   保有個人情報不開示決定に係る審査請求に対する決定について（答申） 

 

 

 令和元年８月２３日付け広西生第３６５号で諮問のあったこのことについては、別

添のとおり答申します。 

 

（諮問第６９号事案） 
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別添（個人情報関係 諮問第６９号事案） 

 

答 申 書 

 

 諮問のあった事案について、次のとおり答申します。 

 【諮問事案】 

 令和元年８月２３日付け広西生第３６５号の諮問事案（諮問第６９号事案） 

 平成３０年１０月１７日付けの保有個人情報開示請求に対し、広島市長（以下「実施機関」という。）

が同年１２月６日付け広西生第９０５号で行った保有個人情報不開示決定に対する平成３１年２月２

２日付け審査請求 

 

１ 審査会の結論 

  実施機関が、上記の保有個人情報開示請求（以下「本件開示請求」という。）に対して行った不開示

決定（以下「本件不開示決定」という。）は妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

  審査請求人（以下「請求人」という。）の審査請求書等及び口頭意見陳述における主な主張は、次の

とおりである。 

 

 ⑴ 審査請求の趣旨 

   実施機関が請求人に対して行った本件不開示決定を取り消し、対象文書の全部を開示するよう求

める。 

 

 ⑵ 審査請求の理由 

  ア 実施機関の収集した資料と請求人及び代理人の調査結果を照合することで、両者の理解の相違

点が明確になり、収入認定や費用徴収を行うとの判断の妥当性も明らかとなる。 

    仮に、収入認定がされ、費用徴収の決定がなされると、請求人は広島市に対して多額の金銭を

返還する義務を負うことになり、請求人や請求人が養育する子２名（以下これらを合わせて「請

求人等」という。）の今後の生活に重大な影響を及ぼす。 

    また、実施機関は、請求人が収入を申告していなかったことについて警察への相談の可能性を

示唆していた。仮に、実施機関の誤った判断により、請求人が刑事責任を問われることになれば、

請求人等の生活に重大な影響を及ぼす。 

    以上より、実施機関による収入認定や費用徴収を行うとの判断の妥当性は慎重に検討すべきで
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あり、その根拠資料及び判断過程の公正性を明らかにすべきである。本件開示請求の対象文書は、

実施機関の判断の公正性及び請求人の主張の正当性を明らかにし、請求人等の重大な権利利益保

護のために必要不可欠な資料であるといえる。 

    したがって、対象文書を開示する必要性は極めて高いといえる。 

  イ 広島市個人情報保護条例（平成１６年広島市条例第４号。以下「条例」という。）第１１条第２

号に該当する場合であっても、同号ただし書きウに該当する情報については、開示しなければな

らない。その場合には、不開示により保護される開示請求者以外の特定の個人の利益と開示によ

り保護される「人の生命、健康、生活又は財産」とを比較衡量して、後者が前者に優越するとき

には、開示を義務付けることとしている。 

    なお、この条項における「人」は、開示請求者本人に限られておらず、開示請求者が開示され

た情報を用いて、他者の「生命、健康、生活又は財産」を保護することができる場合を含むとさ

れていることから、開示の必要性を検討する場合においては、請求人本人の生命等への影響だけ

ではなく、請求人以外の者の生命等への影響も考慮すべきである。 

    本件不開示決定においては、実施機関が詳細な理由を述べていないことから、不開示により保

護される開示請求者以外の特定の個人の利益は不明であるが、前記アのとおり、対象文書の開示

の必要性は極めて高く、開示による請求人等の利益は極めて大きいといえる。 

    したがって、対象文書にかかる情報は、条例第１１条第２号により不開示とすべき情報ではな

い。 

  ウ 条例第１１条第４号の「支障」の程度は、名目的なものでは足りず、実質的なものが必要であ

り、「おそれ」も、抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が要求される。 

    しかし、本件不開示決定に記載された理由からは、実質的な支障の程度や法的保護に値するか

否かという点は明らかではない。このため、請求人等の利益との比較衡量は現時点では困難であ

るが、前記イのとおり、開示による請求人の利益は極めて大きいことを考慮すると、対象文書に

係る情報は、条例第１１条第４号により不開示とすべき情報ではない。 

  エ 以上より、対象文書にかかる情報は、条例第１１条第２号又は第４号の不開示情報には当たら

ず、本件不開示決定には理由がない。 

  オ 仮に、不開示情報に当たるとしても、実施機関による収入認定や費用徴収を行う判断は、請求

人等の重大な権利利益と関わるものであり、その根拠資料及び判断過程を明らかにする必要性は

高い。 

    したがって、条例第１３条に基づく裁量的開示が認められるべきである。 

 

３ 実施機関の主張の要旨 

  実施機関の説明書及び口頭意見陳述における主な主張は、次のとおりである。 
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  本件不開示決定の対象となった文書は、請求人の生活保護申請時に実施機関が調査した際の資料、

請求人の生活保護の不正受給に係る通報書簡及び当該通報により実施機関が調査した際の資料（請求

人名義の金融機関口座の取引明細等）である。 

  請求人の生活保護不正受給に係る通報書簡には通報者自身の情報が含まれていること、請求人と通

報者しか知りえない情報が記載されていることが容易に想像でき、これを請求人に公開することで、

請求人が通報者を特定できる可能性があるため、不開示とした。 

  また、実施機関が調査した資料には、市が行う調査の手法及び内容に関する情報が含まれており、

当該資料を開示することにより、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため不開示と

した。 

 

４ 審査会の判断理由 

  当審査会としては、必要な調査を行い、条例に則して検討した結果、以下のとおり判断する。 

 

 ⑴ 本件不開示決定における不開示情報について 

   本件開示請求に対して開示しないこととした公文書は、請求人の生活保護申請時に実施機関が調

査した際の資料、請求人の生活保護の不正受給に係る通報書簡及び当該通報により実施機関が調査

した際の資料（請求人名義の金融機関口座の取引明細等）であり、当審査会が見聞したところ、本

件不開示請求に対して開示しないこととした情報（以下「本件不開示情報」という。）は、通報書簡

に記載された情報（以下「通報情報」という。）や、実施機関が行った調査に関する情報等である。 

 

 ⑵ 条例第１１条第２号の規定について 

   条例第１１条柱書きは、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に

次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開

示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。」と規定し、同条第２号は、不開示

情報として、「開示請求者以外の個人に関する情報（中略）であって、当該情報に含まれる氏名、生

年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報

と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開

示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」と規定している。 

   ただし、第１１条第２号ただし書きの規定により、次の情報は不開示情報から除くこととされて

いる。 

   ア 法令の規定により開示請求者が閲覧することができることとされている情報 

   イ 開示することについて、当該個人が同意していると認められる情報 

   ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情 
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    報 

   エ 当該個人が公務員等（中略）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報で

あるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

 

 ⑶ 条例第１１条第２号の該当性について 

  ア 本件不開示情報のうち、通報情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報

により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の

個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益

を害するおそれがあるものに該当することから、条例第１１条第２号に該当すると認められる。 

  イ なお、請求人は、通報情報は、条例第１１条第２号ただし書きのウに該当し、比較衡量の結果、

開示をされるべき旨主張する。 

    しかしながら、通報情報を開示することが請求人等の生命、健康、生活又は財産の保護に直接

つながるとは認められない。 

    また、通報情報を開示した場合は、通報者への不当な働きかけ等が行われる可能性を否定でき

ない。 

    したがって、通報情報は、条例第１１条第２号ただし書きのウに該当するとは認められない。 

  ウ 以上のことから、通報情報は、条例第１１条第２号に該当し、同号ただし書きのいずれにも該

当しない。 

 

 ⑷ 条例第１１条第４号の規定について 

   条例第１１条柱書きは、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に

次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開

示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。」と規定し、同条第４号は、不開示

情報として、「本市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することによ

り（中略）当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るもの」と規定している。 

    

 ⑸ 条例第１１条第４号該当性について 

  ア 本件不開示情報のうち、実施機関が行った調査に関する情報は、仮にこれが開示されることに

なると、通報を受けた実施機関がどのような調査を行うのかが明らかになる結果、調査を回避す

るような対策が取られるなど、正確な事実の把握を困難にし、今後の生活保護業務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

    したがって、実施機関が行った調査に関する情報は、条例第１１条第４号に該当すると認めら

れる。 
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  イ 前記⑶において、条例第１１条第２号に該当するとした通報情報は、これを開示すると、正確

な事実の把握を困難にし、今後の生活保護業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認め

られる。 

   したがって、通報情報は、条例第１１条第２号に加えて、第４号にも該当すると認められる。 

  

 ⑹ 条例第１３条の規定について 

   条例第１３条は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個

人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情

報を開示することができると規定している。 

 

 ⑺ 条例第１３条の適用について 

   請求人は、条例第１３条の規定により、本件不開示情報を開示すべきであると主張する。 

   しかしながら、開示した場合は通報者への不当な働きかけ等が行われる可能性は否定できないこ

とのほか、仮に今後、請求人に対する不利益処分が行われたとしても、当該処分の妥当性について

不服がある場合は、当該処分に対して審査請求等を提起して争うことが可能であること等を踏まえ

ると、本件不開示情報を開示する必要性が特に高いとはいえず、条例第１３条を適用することが適

当であるとはいえない。 

 

 ⑻ 結論 

   以上のとおり、本件不開示情報は条例第１１条第２号及び第４号に該当し、条例第１３条に該当

しないことから、実施機関が本件開示請求について行った不開示決定は妥当である。 

 

５ まとめ 

  以上により、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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別紙１ 

 

審査会の処理経過 

 

年 月 日 処 理 内 容 

Ｒ１．８．２３  広西生第３６５号の諮問を受理 

（諮問第６９号で受理） 

Ｒ１.１０．１８ 

（第１回審査会） 

 第１部会で審議 

Ｒ１．１１．１５ 

（第２回審査会） 

第１部会で審議 

Ｒ１．１２．２０ 

（第３回審査会） 

 第１部会で審議 

Ｒ２．２．２１ 

（第４回審査会） 

 第１部会で審議 

Ｒ２．３．１９ 

（第５回審査会） 

 第１部会で審議 

Ｒ２．４．１０ 

（第６回審査会） 

 第１部会で審議 
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  広島市情報公開・個人情報保護審査会第１部会委員名簿  

（五十音順）  

 

 

氏  名 役 職 名 

片 木 晴 彦 

 （部会長） 
 広島大学大学院人間社会科学研究科教授  

ジョージ・Ｒ・ハラダ 広島経済大学経済学部教授 

濱 野 滝 衣 弁護士 

 

 

 

 

 

 

 


